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幕未，一老農の税制分析

—— 常陛国，長島尉信の場合一一

室 正 紀

( 一 ）

Iき陸小田村（現，茨城県筑波郡筑波町小田） は土浦の北西十杆余り， 筑波山の南に位置する中世以

来の大村である。晚年，田賦の学をもって幕末のこの地方に名を知られた老農長島尉信は天明^年
( 2 )

(1871)に土蒲藩領のこの村に生まれた。当時の小田村では三家が名主を勤めていた。尉信の生家

はその一氏の小泉家であったが， 享 和 ニ 年 （ISO2) に同村内の別の名主長島家の養子となり，名主

載を十七年間勤めた。其 後 文 政 八 年 （I825) に嗣子に名主載を譲り，以後は慶応三年（1秘7)に 没 す

るまで農業経営の傍，古今の田賦の制の調査•研究を積み重ねた。

その間に， 隣国の水戸藩が藩政改革に着手し， 内外上下の意見を公募したが， 尉信は天保九年
(3)

(1838)に農政に関する時弊を記し， 『旧) と題して享呈する。 これを契機として尉信は，天保十 

年 （1839),水 戸 藩 に r御土地郡方勤」 として召抱えられ，天保検地にも係るのである。 この改革は， 

幕末の日本の政治思想を先導した水戸学を背景とし， r言路開通J の方針の下に下士郡宰層の上書 

を重視し，また農村有志とも接触を保ち，彼等の支持と與論を背景として改革の推進を試た側面が
(4 )  (5)

あった。尉信もこの政治と思想の動向の中で水戸藩に徵された一人であったのである。 また，水戸

検地終了後は，土浦藩に移り， 元 治 一 年 （1秘4) に致仕するまで， 検地をはじめとする地方関係の

役務に就く。 こうして尉信は，その後半生を農民であると同時に，地方農政の一端の参画する老農

注 （1 ) 小田村の石高は，慶長七年の古検で，村高 1678.724石 （旧高 1083.93石，畑高594.794石)，寬文七年の検地で村高 

2345.493石 （田高1315.583石，畑高1029.91石）（：「おたまきj 巻四，49頁。卷五，63~65頁。卷A , 96頁，104頁)。弘化 

ニ年の永引により村高2287.3石 （田高1292.31石，畑高994.99石，外に新田見取場高24.836石おたまき J 卷十，126- 
129 頁)0

( 2 ) 長島尉信の伝記については，木原老谷r郁子園墓表J , (木原守三郎編『老谷遣稿J , 1901,土浦市立図言館蔵）所収。 

望月茂r長島尉信J , 伝記学会編『伝記』卷A , 1941。また長島の著作中の所々に散見される記* が参考となる。

( 3 ) 尉信の著作r負®談附録 j (『日本経済大典』卷十六，602頁）に r戊戌の年享呈せる田;とある。また r負喧談 

自叙J には，天保十年に彰考館の学士の需めによりr田法負喧談J を記したともある。

( 4 ) 瀬谷義まr水戸学の宵景 (『日本思想大系，卷五三，水戸学』，岩波, 1973)所収。

( 5 ) 尉信が水戸藩に欲された間の享情については，前掲「負喧談自叙 ] で自から述べている。
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出身の実務官僚として生活したのである。

一方， この長島尉信の知的関心は，非常に広沉なものであったようである。小田にある尉信の蔵
(6)

書の所蔵目録によれば，尉信の蔵• は，単に，田 制•農制関係の書物や史料にとどまらず，度量衡*•

暦法，和算，貨 幣 •物価史，諸家系譜•故実，香取文* 等の古文*  •故記録，言語学的* 物 • 記録

地 誌 .風土記，言誌学， 考IE学， 国 学 （契沖，貧茂真淵，本居宜長，小山田與清)， 四書五経とその註

解® の如き漢学，蘭学者の著書，中江藤樹•熊沢蕃山，新井白石，伊 藤 東 涯•欢生沮狹•太宰卷台

•服部南郭，三浦梅園，中井竹山，林子平，本多利明，松平定信，山県大武等の著作，石門心学の

S , 水 戸 学 （小官山昌秀，藤田幽谷•東湖)，其他に医事•本草，農学，海外関係等の時* 記録，和歌>

謡曲，俳諧，狂歌，漢詩，* 道，随筆，神道，仏教など多岐に直っている。 また尉信と幕末のこの
( 7 )

地方の知識人達との交遊も従来しぱしぱ指摘されているところである。

長島尉信のこのような経歴と社会的立場と知的関心を考慮した時，尉信は，幕末常州の老農の生

活と思想的営為の特質を考察する上で興味あるー享例であると言える。例えば，尉信の蔵言に収め

られていたような諸学問.諸思想は，何故にこの一老農を引付けたのか。 またそれ等はどのように

彼に受容されたのか，そして彼の生活の場を経ることにより，いかなる思想の中に再構成されたの 
_  ( 8 )

か。尉信の事例は， これ等の問題を考察する一助となると思われるのである。

しかしながら，本稿は，長島尉信を一事例としてこのような視角から今後進める研究の基礎的作

業にすぎない。 またその課題も，主に尉信の租税論を整理分析することに限定されている。 これは,.
( 9 )  じかた

尉信の著作の中心分野が，田 制 .農 政 . 地方行政に関するものでありさらにその核心は租税論で 

あると考えられるからである。つまり，尉信の租税論は彼の思想を考える鍵となるものなのである0 

ところが， この租税に関する尉信の者作は，概して思想* というよりはむしろ実務的な地方*と呼 

ぶべき体裁をとっており， また多様な現実を常に念頭に置きながら* かれているため，細部となる
ひの

とその記述は未整理で複If難解な部分が少なくない。 しかしながら，実はこの実務的具体的で未整 

理な細部に彼の農政論の本質が，思わざる形で現われてくることもまたしばしばあるのである。し 

たがってこれ等の実務的記述の細部の総合的検討によりあらためて尉信の農政論が目指していたも

「三田学会雑誌」75卷3号 （I982年6月）

注 （6 ) 長島俊三郎編「郁 子 園 蔵 1963再録，斉藤茂氏蔵。
( 7 ) 前掲の望月茂r長島尉信J は，尉信を中心とした幕末地方知識人の交遊関係に光を当てたものである。其他に望月茂 

「佐久良東雄」，講談社，1942。中 弁信彦r色川三中の黒船一件記摩についてJ, r史学J 卷五十，卷五一，一 .ニ .三号, 

1980, 1981.

( 8 ) この視角で課題を整理するにあたっては，中 井信彦r歴史学的方法の基準J ,墙言房, 1973。 柴 田 ー r近世豪農の学 
問と思想j , 新生社，1966。より多くの示唆を受けた。

( 9 ) 尉信の* き残したものは，現在筆者が確認した物で四十件余りである。その取扱う領域はH 田制•襄 政 . 地方諸搬の 
問題に関するもの。あるいはこの問題のための基礎資料を分析したもの。« 度量衡，目物値，H 古文* 考証，だ!家 譜. 

系譜の考証，け以上の問題に関する聞見を中心に種々のことを*込んだ雑記の類，旧詠草， 簡等である。またこれ 
等の資料は内閣文庫，東大史料編塞所，静嘉堂文庫，東京国立博物館，土浦市立図* 館，小泉新氏宅（筑波町小旧）等 
に所蔵されている。

(10)尉信自身『おたまきJ の題を解いてr……両端にて決して得さるに相ひとしきくり言を重複継々よってをたまきと題
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幕末，一老農の税制分析

のを分析することもできると考えられるのである。 さらにまた尉信が，その農政論を展開する思惟

様式や，その展開の背景となる諸学問•諸思想との関係も， この租税論から析出されるはずである。

本稿では，このような点を考え，尉信の租税に関する現状認識.改 良 策 .理想形態、を，できるだけ

整理された形で提示し，尉信の税制分析の視角を考察することを課題とするものである。
(11) _

なお，尉信の田制.農政関係の著作は，郡庁等への上* として執筆されたもの’と， 自分の親族や，

ごく親しい者に自分の田賦の学を，特に小田村の場合を中心享例として伝えるために，S き残した 
( 1 2 )  ( 1 3 )

著作がある。後者に比して前者は「田法の極りたる所をいハざりしJ(『おたまき』卷十，149— ァラビ

ァ数字は筑波町史本の頁数を示す。以下同。）と尉信が告白しているような面がないではない。そこで，

ネ稿では，後者の分類に属する著作を分析対象とし，その中でも最も大部なものと考えられる『お

たまき』全十三巻を中心として，考察をすすめることとしたい。

(ニ）

長島尉信の税制分析を考えるに当っては，尉信が税制の基本的原則としていたr高のかぎりJ と 

いう石高観を最初に見ておくのがよいであろう。 「今の高は敛るかぎり輸すかぎりの高に候へハ高 

を解に初春解かきりニ候」 （『おたまき』卷八，96)と尉信は石高を説明している。石高とは一般の地 

方書では公定土地生産高であるが，尉信の場合には，む し ろ 「教るかぎり輪すかぎり」 という納税 

限度額を表しているものだと解釈するのである。しかも， この納税限度額には二つの意味がある。 

第一には，石高は本年貢として納る物の量の限度を表していると考える。例えぱ田高0.5石の本年 

貢の上限は粗0.5石 （米0.25石）であり，畑高0.5石 の 本 年 貢 の 上 限 は 穀 物0.5石 策 米 0.25石）と 

いうものである。 ところで，本来は， 穀米は稲の米より安価であったので，例えぱ，上記の畑方 

本年貢の⑩穀米0.25石を稲に換算すると普通は米0.1石とか米0.2石と力、， より少量の米にしか相当 

しない。そこで，第二には，田高と畑高が半々づつ含まれている持高一あるいは村高一を想定し， 

その場合には石高とは，賦や諸課役.村入用をも含めた総納税額（皆済） を稲の粗の量で表示して 

いるものと考える。例えぱ，後出の表2-1のように田高0.5石，畑高0.5石，合計高1 石の場合には，

し脸るJ (rおたまきJ 綱領）と述べている。また滝本誠一博士は尉信の著r不算得失J を 解 い てr只だ情むらくは行文 
難渋にして意義の通ぜざる所鮮しと為さず， 著者の主旨を明にせんとすれぱ， 反覆熟読の労を執らざる可らず。J ( !■日 
本経済大典』卷四一）と評している。

注 （1 1 ) r不算得失J (『日本経済大典』巻四一)，r負喧談J (『日本経済大典』卷十六）等はこの種のものである。
(12；) 本稿で主に分析の対象とするrおたまきJ 以外に，r小田考J 藤茂氏撮影写真，原本は小田の長島家所蔵と伝えら 

れる），rたらちおのたまものJ (小泉新氏蔵）などかある。
(13)長 島 尉 信rおたまきj 〔本 編 ；11卷 3 冊，1855(安政2 ) 年 . 1862(文久2 ) 年，净言本〕，〔別 録 ；1卷 1冊，1856. 

57 (安 政3 * 4 ) 年，文久三年小泉吉利写本〕，小泉新氏（筑波町小田）所蔵。長 島 尉 信 I■おたまきJ , (斉藤茂也筑波町 
史編» 委員会編『筑波町史史料集第三編』，筑波町史編» 委員会，1980)所収。
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畑方の穀米も稲の米に換算するとi 车★は田畑合計米0.35石である。 これに賦.諸 課 役 • 村入用 

を加えた皆汝限度額がみ0.5石，すなわち粗1 石となるべきなのであり，石 高 1 石とは， この粗の 

量を表しているという主張である。

さて尉信の年貢に関する様々な分析をこの原則を規準として整理してみると，二つの部分に大別 

できる。第一は， このように，納税額の規準となる石高が，収益の実勢に比して適正であるかどう 

かの問題である。第二は，既定の石高に対して，田畑それぞれの本年貢の敛り方や賦•村入用の加 

徵の仕方が上述のr高のかぎりJ の原則に照して，適正であるか否かの問題である。以下，順を迫 

ってそれぞれの問題に関する尉信の現状分析と主張を検討してみよう。

「三田学会雑誌J 75卷3号 （I982年6月）

(三）

r高のかぎり」が税制上不公平でないためには，まず第一に個々の田畑の平均的な収獲量.収益

と石高と本年貢額の三者の間が一定の適正な率でなければならない。 この率に関して尉信は，税制

史 の 研 究 か らr二十而五」 （『おたまき』卷一，10)という古例を引き， 収獲量の4 分 の 1 を本年貢と
( 1 4 )

して敛るのが和漠古今の定則であったと主張する。例えば，平均収獲量が米（あるいは雑穀米） 2 石

の耕地の場合には，本年貢米は米（あるいは雑穀米）0.5石であり，その土地の石高を高1 石とするの
( 1 5 )

が定則であるというのである。

一方，田畑の土地生産力に関しては，勿論，場所や年により上下はあるが，その平均的な収獲量

を 尉 信 は r凡田一反米五ま（1後米0.4石 ん 5懐は米2石，引用文中の（ ）内は筆者の註記。以下同様）

とるを通とすJ (『おたまき』卷十，137)と考え， またその根拠を示すために度量衡の単位の語源的意

味の考証を行っている。例えば，r春段といふハ奄人食の稲)(ij出す地面を一段一段に分るの義なりJ

(『おたまき』卷一，8 ) とあるように， 尉信の考えでは，元来一反とは幾何学的測量で定められた面
( 1 8 )

積の単位ではなくて，r春人春年食」（き人春年食は米2石）をズij出す耕地面積に付けられた単位であ
( 1 9 )

り，また同時に一農人が年間の農耕作業日数でiK乍しうる広さでもある。要するに，高 1 石は平均 

米 2 石を)(IJ出す所に付される石高であり，平均米2 石を産出する田畑の広さは1 反であり， この高 

1 石の本年貢は米0.5石というのが尉信の中正の原則となるのである。

注 （14)この税率論は当時としては特殊。例 え ぱ 『地方凡例録』では，収獲米15石の所の石高15石で取米7.5石である。（大石 
慎三郎校訂r地方凡例録J 近藤出版社，1969,巻ニ上）

(15)この税率の正統性を尉信は歴史的考IEによりIE明しようとしているが，この点については尉信の農政史観として別稿 
で扱うものとする。

(16) 同主旨の例rおたまきJ 卷一，10。
(17)同主旨の例rおたまきJ 卷一，8。

(18) r有人泰年食の稲五十束とすJ (rおたまきJ 卷一，8 ) , ま た （rおたまき」卷九，i i 9 )によれぱ，稲五十束より保 
れる米は2 石。

(19) rおたまきJ 卷六，75。
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慕末，一老襄の税制分析

それでは現実はどうであったか。尉信は畑方に関しては諸々の有利性があると考え，当時の年貢

を她めることは考えていない。それに対して田方の状況は問題のあるものであった。例えぱ，小田

村の田方は弘化ニ年の永引以後，高1289.077石(新田仮高を含む)，その反別は1188.44反 （新田を含む）

であり，1反当り高1.09石，高 1 石当り’275步 （1反=300歩）であった。 この状況を上述の高1 石一
(20)

1 反という標準と比較して[■狭きことかくの如しJ (『おたまき』巻九，113)ととらえていた。 また石

高の軽重は単に耕地の総面積と高との関係のみでなく，村域の広さと高との関係でも考察されてい

る。例えぱ小田村の場合には，村域を本田畑の総面積で割ると，本 田畑1 反 （= 300歩）につき村域

651歩(村域1反当り高0.432石）ということになる。本田畑以外の351歩が御朱印地•除寺等と池(用水）

•堀 .往来などという社会資本とも呼べる場所であると計算する。 ところが慶長古検の時には本田

畑 1 反当り村域は900歩 も あ っ た （村域1反当り高0.3石） と推計している。つまり小田村の石高は社

会資本に比較して相対的に過重になって来ているのである。 このことを尉信は村の窮状と結びつけ

•■窮村ニして人気伸さるハこれが為なるぺしJ と述べてもいるのである（『おたまき』別録，159-161)„

しかし，石高が中正標準よりも大きくても， 1反 当 り の収獲量（反収）も多けれぱ過重な石高と

はならない。 ところが，尉信の観察によれぱ小田村の場合には，元禄以後の無手入により用水池の

廃りがあり，且又山野が遠く馬冀も少なく， こやしも採にくい状況であるため標準の反収（米2石）

に は 及 ぱ な い （『おたまき』卷A, 97)のである。「予幼より本業を続き年々の収獲をためすに， 一反

五後 (米2石）まとめたる年はなく四俊半四懷（米1.6石〜1.8石）なりJ (『おたまき』卷六，83)という.
(21)

のが平均的な小田村の収獲量であると考えていた。 さらにまた， この反収の乏しさは用水や，採肥

の便が悪いためぱかりではなく r小田の如き狭堆は五ま（米2石）とる中田さへ今ハなく……J (『お

たまき』別録，168) とあるごとく r狭地」であることも原因と考えられている。 こ のr狭地」とは検

地により田が打詰められて，同じ一反とはいいながら，実質的には，以前より狭くなっていること

である。そ し て こ の 狭 地 化 の 元 を ，尉信は寛文検地と考えた。 r小田村田畑慶長御検地高千六百

七拾九解を寛文に打出しま千三百四拾五解五斗に被定候ハ慶長の泰反を有反四献に増したるに候

よって慶長の歩竿は大尺ニて春反の歩積ハ六尺歩の五百四歩の寛地に候を寛文に六尺歩の三百六十

歩奄反に打狭め候J (『おたまき』卷八，96)という認識である。 ここには慶長古検の一反を寛いもの
(22)

と見すぎる傾向がないではないが， ともかく，寛文検地では歩尺（竿）の短縮により一反が2 3 % 〜

注 （2の弘化ニ年永引後の反別，石高について（rおたまきJ 別録，172)に は反別1182.463反 （新田を除くと1153.49反 )，
高1318.376石 （新田を除くと高1292.203石)。ま た （卷十，126)には新田を除き反別1153.587反，高1292.31石。（巻九, 

113)には新田を加え1182.44反，高1289.077石とある。 ここの例示した高128A 077石はおそらく新田除き高を誤って 
新田を含む高としたものであろう。またこれ等の高や反別の違いにより1反当りの高も（別録，172)では高1.111石と 
計算している。

(21)小田村の反収についての同主旨の例はrおたまき」卷六，79。卷A, 97。巻九，121。
(22)慶長古検時の一反の広さを推計するにあたって，尉信はしぱしぱ①慶長一寛文間に開塾による農地の拡大はなかった。 

②したがって寛文に反数が増大したのは， もっぱら歩竿の短縮による打詰である。 のニ点を前提としている（rおたま
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( 2 3 )

29%程度狭くなったというのが尉信の主張なのである。

以上要するに，尉信の分析によれぱ，小田村は，反当りの平均石高は中正より大きく（約1.09倍), 

平均反収は中正より少ない（約0.9倍)。 したがって石高当りの平均収積量も当然少ない（約0.83倍）

ことになるのである。

(四）

前節は小田村を全村単位で考えた場合であるが， これ等の分析は，同時に村内の個々の田につい

てのさらに立入った分析や，他村との比較と密接に組み合されている。そこで出てくる問題はほぼ

以下のように分類して例示できる。（1)r村々の内慶長古検の村又後の地頭再検の村あり，依て同石

もりニて高の軽重反献に寛狭不同あり」（『おたまき』卷十，149)。（2) 「慶長の御検地村々の高に不均あ

り」（同上言，卷ニ，25)0 (3) r今の村々検地の後久しけれハ田敏水帳にあふは稀ニて広狭ひとしから

ず不平の田ハたありJ (同上言，卷十，I49)。（4) r定の石もりはニ斗違のゆへニ収獲は泰懷（米0.4石）

差の割にあたり農人懐合の損得まぬかれずJ (同上）の四点である。

(1)は，知行所の離合集散の激しかったこの地域では，個々の村により検地の歴史が違う場合があ

り，そのことから，村々の間に不平不均があるという問題である。特に寛文検地により打詰められ

た村とそうでない村との間には，一反一反の広さに著しい違いがあると考えた。例えば，隣村大形

村は慶長七年の検地であったが，慶長十五年にニ給地に分離し，一方は寬文七年の検地により二割

以上の打出しが行なわれた。 しかし他方は， 「一知行にはあらざるゆえ慶長古検のまま也」 とある

ように寛文の打詰めは行なわれなかった。 この両者が幕末にはともに土浦領になっており一村内で
( 2 4 )

ありながら，一反の広さが違い，そ こ に r不均 」 の問題が起っていたのである（『おたまき』巻五，63)。

②は，慶長検地の施行時点ですでに発生していた問題である。尉信は，慶長検地の実施経過を研

究 し （『おたまき』卷四，45),慶 長 検 地 が 「急速の御高定J (同上書，巻六，79)であったために，不備

きJ 卷五，64。卷A, 96,103。巻九, 151)。 し力、し，他方で，.慶長一寛文間に隠田が増えたこと（rおたまきj 卷五， 
6 2 ) ,諸方から小田に流民が入込み慶長の畑方に倍するはどになったこと（卷A , 103。卷十，151) など新田畑開塑に 
関する記述もあり，先の前提と矛盾する。したがって先の前提は慶長古検の一反を，あえて広かったものと主張するた 
めのものとも考えられる。

注 （23)尉信の考証によれぱ寬文の歩竿は曲尺6.5尺， 1反の歩数は曲尺の352歩〜353步 （rおたまきj 卷五，64。巻/、, 96, 
103。卷十，151, 159。別録，162) 。 この狭地化の元凶として尉信の批判の対象とされた寛文の步竿は，実は水戸天保検 
地の歩竿と同じ長さである（軟宏己r水戸藩の天保改革J , 『茨城県史研究』23,1972)。それに対して尉信は曲尺6.6尺の 
歩竿を以前より主張しており（前 掲 r負喧談J 上，P. 550. pp. 564-565)水戸藩検地と意を同じくするわけではない。 
また，理想と考えた慶長の歩竿は，曲尺で7.1尺〜7,78尺程度，歩数は曲尺の469歩〜504歩と推計している（rおたまきj 

巻五，64。巻A, 96。卷十，151, 158。別録，159, 162) 。
(24)ただし大形村の分析では，巻五と卷十で石高，打出し高に大きな相違がある。また卷十では，この村の中のr不均J 

の問題も，反敵の広さの違いでなく，取筒の違いと考えている。
また， このように慶長古検のままで寛地の村と寬文に打詰められて狭地となった村の例としては，古検のままの北条 

村 （小田村の隣村）と寬文に打詰められた小田村の例を示している（rおたまきJ 卷十，516-157) 。
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不均を残している点を指摘する。その一つは検地規準の不統一である。例えぱ，村によっては，’n  

打を行なわずに文禄高をそのまま踏襲している（同上言，卷三，37, 卷四，45) 0 また，ある村では!■慶 

長の検地衆みたりに御高の多からんことを欲し」， 上下に多大の負高をかけている。 ところが別の
( 2 5 )

村 で は r田島広く高軽き」提打ちを行なっている（同上* , 卷三，39~4り。 しかも， このような慶長

検地の不統一，不平は，その後の検地でも結局は正されずに幕末まで禍根を残している場合がある

と尉信は考えていた（同上» , 卷四，57。卷五，65。別録，167)„

また慶長検地の石盛も問題であった。慶長の石盛は，郡単位の大まかなものであったために，村
( 2 6 )

によっては実勢に一致しない場合が当初からあったからである。そして今やこの一郡一整の石盛は

諸弊の最たるものとなっていると尉信は考え，以下のように述べている。 「薄地に十•十三の石も

りを用いては，纏意用ひて一反をひろくする共収獲六ま半は弥勒年にもズU得べからず……猿 壁 .ロ

の堀辺の土地の一反何程寛くとも，一反に六七束の稲ズUとるべしとハおもハれず，此ゆへか天明時

分より此辺亡戸多く，田畑ハ荒野と変し郡村帳に御高を存するのミ， これには百余の諸弊もつもり
( 2 7 )

如此といふとも，大かたは石もり不平の基より衰ひたるへしJ (同上® , 卷六，79) 。

(3)は，検地後二百年の間にr献段歩を売買のためにきりさき，地わけ譲り受の為に私に分けさバ
( 2 8 )

き飛麗交錯J (『おたまき』巻六，78) とあるように， 田畑の売買•分割等により高くるい献くるいが
( 2 9 )

常態となっているという問題である。

(4)は，十三，" i , 十のニ斗差の石盛が，上中下田の間の土地生産力の差に相応しないという問 

題である。例えぱ茨城•筑波雨郡は一律に上田は十三，中田は■!̂一，下田は十の三等の石盛が付け 

られていた。し か し 実 勢 は 「農人力を尽し， こやしを入，朝=よけれバ下田ハ上田にまさる合毛を出 

し，其収獲も従って多く，又位は中田二して下田に劣る稲あり，上田のいね下田に劣るもあり，ま
(3の

た地面変して用水まハらざれバ瘦地と成□下田に劣るもありJ (『おたまき』卷九，117-118)というよ
( 3 1 )

うに，その後の土地生産力の変化により石盛に相応しなくなっていると考えた。特に上田の石盛十 

三は， 1 反当り石高1.3石で本米0.66石 を 納 め る （小田村の場合には取筒が引上げられているので0.66石

注 （25)尉信は慶長の割付帳を調べ，慶長の石高が軽かった村として那何郡大岩村，茨城郡鳥の子村，久慈郡松平村を，また 
石高の重かった村として那河郡中田井村を例示している（rおたまきJ 卷三，39~41) 。

(26)ただし慶長検地では， この一郡一整の同一石盛を補うため薄地にはr鍵意Jといって一反を広く測ることが配慮された， 
尉 信 は 「(慶長の一反の)実地に広狭の差あるは（« 意を用い）施す度ニ長短あるゆへなり，土地人此御改の田畑を名受 
とし，是より御国沢を力、ふむり年を追て口数ふえ，従て慶長御*!外の間地又は荒所をし食を足す， ここにおいて田ハ 
たの反歐ゆるまり邑々戸々ゆたかなりJ(rおたまきJ卷十，147) と慶長検地のこの点をある程度評価している場合もある。

(27)同主旨の例，（rおたまきJ 別録，162) 。
(28)同主旨の例，（rおたまきJ 別® , 170) 。
(29)これは，藤田幽谷の『勧農或問』の中心問題でもある（r勤農或問J , 『日本経済大典』巻三十三所収）
(3の同主旨の例，（rおたまきJ 卷十，149) 。
(31)本来は，土味が等しく反収量が等しい旧であっても，用水•交通等の利使により必要とされる労働力が違うことが考 

慮されて，上中下田の位付けがされるのが正しいと考えていた。し力、し， この意味からも現状の石盛差は不適切な場合 
力:多いことを指摘している（rおたまきJ 巻十，149) 。
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が本米）ということであるが， 尉信の考えによれば， これだけの本米を負担する田の収獲米は，本

米の四倍すなわち米2.64石はなけれぱならない。しかし小田の上田一反の土地生産力の実勢から考

えれぱ，「平均を反の収獲米五ま（米2石） とるもむつかしきに，を反六懷六分（米2.64石）の収獲割

の御取つけは乍渾無法の御定J (『おたまき』卷九，116)という判断が示すように， とても，それだけ

の収獲は望めないものであった。 また反面， この上田の石盛に比較すれぱ下田は土地生産力の上昇

にもかかわらず，低い石盛を行なわれている所であり，「下田ハ軽きニ過るなり」（同上言，卷A , 116)
( 3 2 )

と考えられたのである。

ところで，尉信は，田畑の利便•土味に合せて上中下を定めることを「田量家の要務J と述べて

い る が （『おたまき』卷十，149),このような発言にもかかわらず，しぱしぱ上中下田の生産力の差を
( 3 3 )

無視して分析や立論を進めている。 このような土地生産力差の無視の中でも特に注目すぺきものは 

「石盛相当の高」の考えである。「石盛相当の高J とは，ある村の上中下田の面積の構成比が三等分 

の時のその村の石高をいう。 これに対してこの村と同面積でありながら上中下の構成比が0.25: 

0.35:0.4の村があったとすると， この場合には反当りの石高の小さい中田.下田の構成比が大き 

いのであるから，石盛相当の高より小さな石高となる。 また反対に，同面積でありながら上中下田 

の構成比が0.4 : 0.35 : 0.25の村があったとすれぱ， この村は上田• 中田の構成比が大きいのであ 

るから，石盛相当の高より大きな石高となる。そして注目すべきことに，尉信は，小田周辺の村々 

の 「高の苟きと甘きの差J を こ の 「石盛相当の高」 より石高が大きいか小さいかだけで検討判断し 

ているのである（同上言，卷十，150~151) 。

しかし，同面積でありながら村々の石高に差があるのは，本来は，田畑の利便や土味により反収 

量，反収益が違っていたからであり，石高に差があったとしても，それは負担の軽董の規とはな 

らないはずであった。それにもかかわらず， こ こ で 「石盛相当の高」が軽重の規準として使われる 

のは，上中下田の間の反収差が， もはや考慮すべきほどのものではない， という前提を尉信が立て 

ていなければ成立しない考察である。そして， このような反収差の縮小を実勢と認識しているとす 

ると，ニ斗差三等の石盛は，差が大きすぎ，はなはだ不平不均のものとなるわけである。

(五 ）

ここまでの現状分析の中で長島尉信が認識した諸弊は，一反の広さが適正な度で測られているか

r三田学会雑誌j 75卷3号 （1982年6月） '

注 （32)新田や新田村も下田と同後な意味で，当時の石高は鞋すぎるものとして問題にしている。例えば，新田村が熟田とな 
ゥても軽税である例として飯田村ををげている（I■おたまきJ 卷三，34) 。

(33)例えぱ，（rおたまき」巻九，123)では高十A 石持の裹者を何人か想定し， その不担の不平を論じているが，その分 
析では各嚴人が耕作している田畑の広さのみが問題とされ，上中下の品位差はまったく無視されている。同様に上中下 
田の生産力差を無視した分析は，例 え ぱ （卷十，150. 162, 168) 。
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香かの問題と，その一反に対する石盛の適否の問題のどちらかによるものであった。したがって，

これらの諸弊の解決法としては，石高制の梓内で考えるならば，反献を測り直し，またその田畑の

収獲を査定し石盛をつけ直す方法があるはずである。すなわち新な検地の施行である。し か し 『お

たまき』は検地の必要性につぃて何力所かで断片的に触れてはぃるものの，現状下での公検地には
( 3 4 )

大きな期待はかけてぃなぃように思われる。
( 3 5 )

それに対して，『おたまき』で具体的かつ詳細に立案検討されてぃるのは「百姓H J である。 

r百姓纏J は，元来は，当時の税制上の諸弊に対して，村方内で小割付を修正して負担の不平等を 

改良するとぃう現実的対応策であったが， 『おたまき』では単にそれのみに止まらず， 最も適正な 

税制を実証的にモデル化し，そこに理論的背景を与えることも目的としてぃる。

前述のように，尉信の考える基準は， 1 反当りの収獲米2 石，その石高1 石，その場合の本年言 

米0.5石 （取® 五ッ）とぃうものであった。百姓龍ではまず， この基準に適合するように，小田村全 

村合計の石高を修正するとどうなるかが推計される。すなわち，小田村の田高1 石当りの反献は平 

均275歩 で あ っ た （P.185)力*、， これは高1 石当り1 反という標準の広さの91.6 % しかなぃ。したが 

って小田の現行の高1 石は，百姓纏では高0.916石相当として扱ぃ，その本年貢は米0.5石ではなく 

て米0.458石とすべきであると主張してぃる（『おたまき』卷九，115) 。

ところで，尉信は，上述のような1TEが可能であったとしても，以下のような問題が残ると考え 

た。すなわち，①小田の反収実勢は米1.6石一米1.8石であり，上で標準としてぃる米2 石の収獲は 

上田でも無理である。②上中下田の収養量の差は石盛の差ほどはなぃ。③村内の上中下田の面積比 

は，下田に比して上田が1.4倍はど多ぃ。そのために，小田村の田方1174.857反と同面積の田が「石 

盛相当の高」を付けられてぃる場合には高1292石にしかならなぃのに，現実の石高は高1315.583石 

にのぽり， r石盛相当の高J より高23— 24石程過重である。 これらの三点に対して，尉信は， とり 

あえずは，村方により石盛を修正して対処すべきであると考えてぃる（!■おVこまき』卷十，152)0 そし 

て， この石盛のま正は， r百姓構J の中でも最も中心的な課題の一つであり， 以下の三通りの石盛 

の後正法が検討されてぃる。

第一案は，実際の石盛（上田1も中田11,下田9)を，不利な上田を一段下げ，相対的に有利な下田 

を一段上げ，各々12,11,10に修正するものである。 この結果，下田の負担は重くなるが，それは 

「用捨」にできる範囲内であり，その反面，上 田 に は 「如此直さハ上田おき返るべし」 と言える程

注 （3 4 ) 『おたまきJ で検地の施行について積每fillに述べられていないことに関して①『おたまきJ が対象としていた読者は， 
第一に尉信の親類•子孫等の村役人層であり，検地を実行できる立場の者達ではなかったこと。② 『おたまき』執筆時 
には，すでに尉信は水戸天保検地，土浦東崎.中城両町の検地を経験しており，公検地の施行がもたらすものについて 
尉信なりの現実的認識があったこと。 このニ点を考慮する必要があろう。

(35) r村人田畑ノ歩献交錯シ不均ノ患ヲ抱キ苦シメトモ，官容易ニ,コレヲ正シ給ハざれバ，是非なく百姓縛ヲ以チ直スヨ 
リ外ノ衛ナシJ 〔「おたまきJ 別録，171) 。 外に役方は蔵入を減額する様にはしないので百姓縛を行うと主張としては 
(同 上 卷 八 ，102) 。
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度のゆるみが生まれる。 また， このように修正すると，小田村の田方全体としては石高1292.31石 

(永引跡）が 高 1280.99石に減じ，多 少 軽 く な る （『おたまき』卷十，152-15(^)。

ところで， この程度の引ならぱ，実現の可能性が乏しいものではないが，それだけに不十分な引 

でもある。尉 信 は そ れ をrいまた此村の狭地をゆるめる二足らず」（同上）と評価している。 これに 

対して尉信が， 小田村の実勢に適した理想の石高として算出したのは高1000石である。 つまり上 

述の修正石高1280.99石のさらに78.1%に当る石高である。そしてこの理想の田高にするには，修 

正 石 盛12,11,10を各々0.781倍して，9.37, 8.59, 7.81とすべきであると主張している（同上)。

第二案は， 下田の石盛はそのままにして， 上 .中田の石盛を下げ，11,10, 9 と修正し上中田の 

負担を軽減する案である。 この石盛を小田の場合に適用して計算してみると，現 実 の 田 高1292.31 

石 （永引跡，新田を除く）力:，高1165.173石となり，高120— 130石余り軽くなる（『おたまき』卷A, 96» 

巻九，116。別録，172o)oまた， この案の場合には，田方一反当りの平均石高もほぼ高1石となり，

尉信の考えていた規準にも合致する結果となる（同上言，別録，172)。

第三案は，石盛を五段階に改める案でをる。 この修正案には，13,12,11,10, 9 の五段階の石盛 

(『おたまき』卷六，79, 82o卷八，111)と12,11,10, 9, 8 (同上書，卷A , 106)との二種類があるが， 

ともに第一，第二の正案とはやや異なる発想に基づいている。第一，第二案はどちらも，上田と 

下田の間の石盛差を現行の半分に減らすというものであり，それは上下田間の収獲量の差が現実に 

は縮小しているという現状認識に基づいていたと思われる。 これに対して，第三案は，最上と最悪 

の田の間の石盛差は現行と同じであり，むしろ，その間の等級をより細かに位づけすべきであると 

いう主張である。例えば，小田に関しては， r石盛三等は分域の長三四十丁の田鳥の処には不相当 

なり，蓋これは国高の御定なれハ，其村ニ於ては五等にも四等にも石もりを直し，不均を直すへし， 

不均を直す仕方ハ百姓繩なり」 （同上言，卷六，79)と，段階の細分化を主張している。つまり，小 

さな収積量差に， より細かく対応すぺきだとの主張である。

ところで， この場合の小田村の石高を尉信は，明示していないが，五段階各々の田の面積の比率 

を，最優等の田から順に19.5%, 19.6%, 19.6%, 21.6%,19.6 % と試案している（『おたまき』卷八，

r三田学会雑誌j 75卷3号 （1982年6月）

注 （36) (rおたまきJ 卷六，79)では，小旧の田畑を合せて平均1反当り高0.96石と計算し田畑の中正の取筒を0.48と考 
えている。

( 3 7 ) 『おたまき』のこの部分の記述には多少計算違いがある。本稿では，前後の関係により計算違いを修正した数字をあ 
げている。

(38)しかし，この田方石高の引でも，場合によってはまだ不十分と尉信は考えていたようである。先に，小田村の高1石 
は百姓縛では高0.916石相当に扱うべきであるという主張を終介した（P . 189)。尉信は上記修正石盛11,10, 9 を，こ 
の割合（0.916倍）でさらに引下げ，石 盛 10.08, 9.16, 8.24に修正する計算も行なっている（rおたまきj 卷九，115) 。 
そして， この場合には田方の総:高はさらに減り，高1067.34石 （永引，新田を除く）になるのである。た だ し こ れ は ， 
不相応に高い石高を標準的な石高に引き下げるということを，実は二重に行なうことになり，尉信の理論の文脈からは 
主しくない。しかしまた，その強引さだけに，田方減石の理論化に対する尉信の必死な思いを読み取ることもできるで 
ぁろぅ0
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106) 0 そこでこの面積比に従って石盛13,12,11,10, 9 の場合の田方総石高を計算してみると，約 

高1265石 （永引跡，新田を除)，また全体的に石盛を引下げ石盛12,11,10, 9, 8 にした修正案では， 

約 高 1150石となる。 したがってこの場合にも尉信は，第一案，第二案と同程度の1150〜1160石ぐ 

らいまでの引下げを妥当と考えていたように思われる。

さて以上は，田方の石盛の適否をめぐる百姓纏であったが，畑方に関しては， どのように考えて 

いたのであろう力ん尉信は，畑方の現行の三段階の石盛10, 8, 6 に対して，石 盛 を 10. 9 . 8 •

7 • 6 の五段階に改めるr百姓縛J も試案してみている（『おたまき』卷六，79, 82)力;，最終的には, 

畑 方 に 関 し て はr此村ノ上中下ノ士味懸隔ナレハ，石モリハ御制ノ假ニチ然ルペシJ(同上書，別録， 

173)と現行の石盛を背定している。 ただし， この背定は， 全く疑問の余地のないものではない。

「をッ差ニ す へ き ニ 法のまッ差ュてさし置，後人ノ勘考に任スJ (同上* , 別録，168)とあるよ〉 

に， これは，むしろ消極的背定ともいうぺきものであったといえよう。

(六）

© で見た百姓纏による田高の割引や石盛の修正は，あくまでも収獲が平常年並にある場合のもひ

である。 したがって，凶作年には， この石高がどのように割引されるかということが重要な問題で
( 4 0 )

あり， これは百姓縛の第二の大きな課題となっている。
( 4 1 )

ところで，土浦藩は，原則的には，享保以降は定免制を採用していたが，凶作時には献引検見を

行い作毛を定めることになっていた。 しかし，実際には，凶作時であっても毛見が正確に行なわれ

ることは，稀であった。例 え ぱ 『おたまき』が言かれた安政ニ年の場合にはr昔より御役所に伝'、

る御帳面の表ニて八九分の作毛と心計し給ふJ (『おたまきJ 卷A, 98)とあるように， 正確な毛見で

はなくて，r心計」で作毛が定められているのである。

しかし，本来の献引検見法とは，凶作時には歩メを行い，一歩当りの収獲粗を調べ， これを，あ-

らかじめ定められている平常年の収獲部 (「合毛」，「根取の当り合J ) とJt較して損毛の程度を計算し，
( 4 2 )

引を決定するものであった。 したがって， この種の毛見の場合には，規策となる合毛の如何により 

引が変ってくるものであり，尉信がもっぱら問題としたのも， この合毛であった。

尉信の指摘によると，表 1-1に示したように当時の御仕法の合毛は，上田は卸0.0088石，中田は

注 （39)同主旨の例，（rおたまきJ 卷十，149) 。
(40)石高.石盛の不適正は，常時作用しつづける「永久の害」であるのに対して，凶 作 は r年々の害にはあらずJ して, 

凶作年にのみ作用する害であると考えている（rおたまきJ 卷十，149) 。
( 4 1 ) r土浦市史J , 土浦市史刊行会，1975, P . 398.

(42)前 掲 r地方凡例録J , 卷三上，P . 167.
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(43)
扭0.00773石，下田は想0.00653石 で あ っ た （1■おたまきj 巻八，97-98o卷九，IIS-IIS。別録，168)。

これに対して，適正な合毛は1 歩当りの平常年収獲量に一致していなけれぱならないと尉信は考 

えた。 また尉信によれば， 1 反の平常年収獲量は，前述のように，御定則本年貢米の四倍であるの 

が古今の定則であった。そしてこの平常年反収を1反 =300歩で割った値が適正な合毛であるべきだ 

というのである。小田村の場合を例とすれぱ，平常年反収は，定則本米から逆算して上田は米2.64 

石，中田は米2.32石，下田は米1.96石でなけれぱならないから，合毛は，各々その三百分の一， 

すなわち米0.0088石，米0.0077石，米 0.00653石が正しいことになる。ただし，検見は一般には粗

で行なわれていたので， この合毛の米は想に換算しなけれぱならない。 この換算に際して，尉信は，
(44)

一般の五合揺とは異なり， 「凡粒一升ははして八合ニ成，夫より米四合出は古今の通法_i(rおたまきJ 

巻A, 97) という考IEを展開し，毛見のほは生觀であるという説を採る。そして生粗は，乾粗とは異 

なり，米の倍量ではなくて，2 .5倍であると主張するのである。 したがって，上中下田各々の適正 

な合毛は粗に換算すると粒0.022石，粗0.0193石，粗0.0163石ということになる（表 1 - U百姓縛)。

r三ffi学会雑認j 75卷3号 （1982年6月）

1-1 (単位：石）

上 田 中 田 下 田

本 法 石 盛 13 11 9
定 則 取 筒 0. 508 0.527 0.544
定 則 本 米 0.66 0. 58 0 .49

合
毛
と
反
収

合 毛 1 反収獲米 合 毛 1 反収樓米 合 毛 1 反収獲米

御

百

仕

姓

法

織

粗0.0088 

生和0-022

米 1.32 

米 2.64

お[0.00773 

生银 0-01933

米 1.16 

米 2.32

粗0.00653 

生®  0.0163

米 0.98 

米 1.96

表 1-2

上 田 中 田 下 田

百 姓 H 石 盛 11 10 9
百 姓 縛 取 筒 0.458 0.458 0.458
百 姓 縛 本 米 0.503 0.458 0.412

百姓提合毛と 反収
合 毛 1 反収獲米 合 毛 1 反収獲米 合 毛 1 反収獲米

生お10.0168 米 2.01 生粗0.0153 米 1.85 生物0.0137 米 1.65

つまり，卸の量で比較すると，御仕法の合毛は，百姓縛合毛の四割の量にしかならない。 このよ 

うに大きな違いの原因に関して，尉信は， 「世上の田法説ハ恐ラクハ天正ノ米高トi 禄ノ粗高ヲ混 

シftリ基トシテ今ノ毛見法ニ本米六斗ノ合法粗八合ヲ以テ行ふ部:ト成タル也」（『おたまきJ 別録，168)

注 （43)中田の合毛について，rおたまきJ では巻八，98,巻九，113と 卷 九 114,117とでは0.0001石程度の違いがある，本 
稿では前後の调係から適切と思われる数値を採った。表 1 も同様である。

( 4 4 ) 前 掲 r地方凡例録J 卷ニ_ b  p . 8 9 ,巻三上，P . 1 6 7 . なお本* によれぱ，尉信の生卸説は古法である。

254 ^482')



幕末’一老農の税制分析

とあるように，米で測った量を粗の量と誤ったためと考えた。例えば，上田の合毛0.0088石は正し 

< は米での量であるのに，いつのまにか世上の田法では誤って卸0.0088石としてしまったのだと主 

張するのである。

そして，この誤った御仕法合毛によるならぱ，平常年の収獲量も，尉信案の半分ということにな 

る （表1 - 1 ,御仕法) 。したがって，凶作年であっても，御仕法合毛に比較して，歩)された15は決し 

て少量とはならず，その結果，引も行なわれないことになるのである。例えぱ，本米が五斗の田に 

関して，尉信は，「米ナ ル ヲ粗トミルハ此田ノマトメ武ま半（米1 石）ノトシモ年貢ハ五懷（米2 石）

トル年ト同ク...蔵入サセペシトスル法敷」（『おたまき』別録，169)のように，御仕法合毛の不当性

を指摘している。

さて，それでは百姓織合毛を基準とすると，御物成米は実際の場合とどのような差が出るであろ

う力、。例えば，安政ニ年の不作の場合には，定則1967懷 （永引，新田を含）に対して，前述のような

「心計J により1725懷の御物成米が申しつけられた（『おたまきJ 卷八，96. 98,101, 110。卷九，II3。

卷十，153)。 ところが，百姓縛合毛を基準として作毛を検すると，上中下田各々，41%, 36%, 37%

の敵引が行なわれることになり，田方全体としては，ほぽ定則の六割二分の御物成米で済むことに
( 4 5 )

なるのである。

また前述のように，小田村の実勢に合せて石盛を11,10, 9 に修正したり，高 1 石 を 高 0.916石

相当として扱う百姓總を行う場合には，この百姓縛石盛が想定している平常年収獲量を規,として

百姓縛合毛を計算提示' ることも行なっている（表 I-2 参照）（『おたまきJ 卷八，100。卷九，115. 116) 0

ただし， この場合にも安政ニ年の不作に関しては結果としては，約六割二分の御物成米となり， ど
( 4 6 )

ちらの場合も，実際に行なわれた御物成米よりは，遥に引が出ることになるのである。

(七 ）

前節までの尉信の分析は，要するに，既定の石高が実勢に比して適正であるか否かの問題であっ 

すこ。 これに対して，本節の問題は，田畑各々の一定の石高に対して，賦 •諸 課 役•村入用を合せて， 

どれだけを皆済総額として納めるのが適正であるのかという問題である。前述のように，尉信は，

ほ高0.5石，畑高0.5石，合計高1 石を標, 的な田畑の組み合せの割合と考え，その時の総皆済額の 

限度を米0.5石と 定 め る の をr高のかぎり」 の r本制」を 主 張 し た （ま2-1,表2-0-0型の表記の時0  

一0 は表2 の横段のNo.を示す。以下同。）。では, 田畑各々高0,5石ずつに対してそれぞれどれだけを

注 C45) rおたまきJ 卷A , 100よりの計算。
(46)論理的に矛盾した百姓提案もある。例えぱ，石盛や取® t実勢の反収に，合せて修正しておきながら，合毛は表1-1 

の百姓縛のものを用い，引の割合を大きく計算したりしている（「おたまま」卷A , 100),
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納めて合計総皆済を米0.5石にすろのか。 これが， ここでの尉信の中心的問題なのである。 またこ 

れをさらに細分して考えてみると，田畑各々の本年貢の額の適否の問題と，本 年 貢 外 の 「加徴J の 

割合の問題との二つに分けることができる。

第一の本年貢の額の適否の問題のうち， 田方に関しては，前節までに見た通り，本年貢の算定規 

準となる田方石高の様々な引下げによって対策が立てられている。 したがって， ここで問題として 

残るのは，畑方の本年貢である。畑方本年貢は，石高に取篇を掛け本年買量をII穀米として出し， 

さらにそれを一定の率（石代）で永に換算して納める。 また， 尉信の分析では，永 1 貫文= 金 1 両

表 2

r三田学会雑誌j 75卷3号ひ982年6月）

\ 1、石高 B 本年 貢 C / B C ① D / B

N a 田 畑 合 田 畑 合 E 畑 田 畑 合 田 畑
1 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 .；25 0 . 1 0 . 3 5 0 . 4 5

2 - 1 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 2 6 2 0 . 0 8 5

2 0 . 5 0.5. 1.0- 0 . 0 8 8

3 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 : 0 0 . 2 9 3 0 , 0 7 4

4 0 . 5 6 5 0 . 4 3 5 1. 0 0 . 2 9 5 0 . 0 7 6

5 0 . 5 7 0 0 . 4 3 0 1 . 0 0 . 0 7 4

6 0 . 5 0 . 0 8 2

3 0 . 5 0 , 5 1 . 0 0 . 2 5 0 . 2 0 . 4 5

4 - 1 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 2 5 0 . 1 0 . 3 5 1 . 2 2 0 . 4 2 8

2 0 . 3 5 1 . 2 3 0 . 4 3 2

3 0 . 3 5 1 . 2 5 0 . 4 3 6

4 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 8 1 0 . 0 8 8 0 . 3 6 9 1 . 1 9 6 0 . 4 4

5 - 1 0 . 5 6 5 ■ 0 . 4 3 5 1 . 0 0 . 2 9 5 0 . 0 7 1 0 . 3 6 6 1 . 0 5 0 . 0 7 4 1 . 3 8 0

2 0 . 5 6 5 0 . 4 3 5 1 . 0 ( 0 . 295) ■ ( 1 . 2 6  ) 0 . 3 7 2 0 . 0 7 6 0 . 4 4 8 (1.37)

3 0 . 5 0 . 5 1. 0 0 . 2 7 6 0 . 0 8 5 0 . 3 6 1 1 . 0 4 0 . 0 8 8

4 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 9 3 0 . 0 7 4 0 . 3 6 7 1 . 2 8 5 1 . 0 4 0 . 3 7 6 0 . 0 7 7 0 . 4 5 3

5 0 . 5 0 . 0 8 8 1 . 0 3 0 . 0 9 1

6 0 . 5 6 0 0 . 4 4 0 1 . 0 ( 0 . 293) ( 1 .24 ) 0 . 3 6 3 0 . 0 8 0 0 . 4 4 3

7 0 . 5 7 6 0 . 4 2 4 1 . 0 0 . 3 0 1 1 . 2 6 2 0 , 3 8 0 0 . 0 7 8 0 . 4 5 8 (1.399)

8 0 . 5 7 0 0 . 4 3 0 1 . 0 (0 . 298) 0 . 0 7 4 ( 1 . 288) 1 . 0 4 0 . 3 8 4 0 . 0 7 7 0 . 4 7 4 (1.349) 1 . 3 9 2

9 0 . 5 0 . 1 1 . 0 4 0 . 1 0 4

1 0 0 . 6 3 2 0 . 3 6 8 1 . 0 0 . 3 1 6 0 . 0 7 4 0 , 3 9 1 . 2 8 8 1 .04 0 . 4 0 7 0 . 0 7 7 0 . 4 8 4

6  — 1 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 8 1 0 . 0 8 8 0 . 3 6 9 1 . 2 7 8 1 . 1 7 0 0 . 3 5 9 0 . 1 0 0 0 . 4 5 9

'2 0 . 5 6 5 0 . 4 3 5 1 . 0 0 . 2 8 3 0 . 0 7 4 0 . 3 5 7 1 . 2 5 7 1 . 2 5 7 0 . 3 5 5 0 . 0 9 3 0 . 4 4 8 1 . 2 5 7 1 . 9 3 2

3 0 , 5 0 , 5 1 . 0 0 . 2 5 0 . 0 8 8 0 . 3 3 8 1 . 0 3 0 . 0 9 1 0

4 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 8 1 0 . 0 8 8 0 . 3 6 9 1 . 1 5 8 1 . 3 9 7 0 . 3 2 5 0 . 1 2 3 0 . 4 4 8

5 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 , 2 8 8 0 . 0 7 4 0 . 3 6 2 1 . 1 8 8 1 . 4 4 6 0 . 3 4 2 0 . 1 0 7 0 . 4 4 9

6 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 2 5 0 . 1 0 . 3 5 1. 3 1. 3 0 . 3 2 5 0 . 1 3 0 0 . 4 5 5 1 . 4 2 8 1 . 4 2 8

7. 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 8 1 0 . 0 8 8 0 . 3 6 7 1 . 3 7 1 : 3 6

7 - 1 0 . 2 6 7 0 . 7 3 3 1 . 0

2 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 8 1 0 . 0 8 8 0 . 3 6 8 1 . 4 2 9 1 . 4 2 9

3 0 . 5 6 1 0 . 4 3 9 1 . 0 0 . 2 6 7 0 . 0 8 4 0 . 3 5 0 1 . 4 2 9 1 . 4 2 9

1 ) C  ; 村入用および寛永以後設定された諸課役を除く納米。

2 ) 田畑同石高，皆済米合計米1 石になるように修正した場合の，田畑各々の皆済額。

3 )  rおたまき」筑波町史本の参照頁。

*  ( ) 内は前後の関係から筆者が算出した数字。
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= 米 1 石を前提としているので， この石代は同時にまた， 穀米の米への換算率でもある。

さて，尉信の現状分析によると，畑方本年貢は，小田村などの段取村の場合には，畑 高1 石当り 

永170文 （米0.170石）ないし永176文 （米0.176石）程 度 で あ っ た （表2-2-1〜5)。 また厘取村は永163文 

(米0.163石）程度であり，段取村よりなお少額であった（表2-2-6)。 これは，段取村では，雑穀米約 

2.9石で永1 貫 文 （米 1石)，厘取村では雑穀米約3.1石で永1 貫 文 （米 1石）の 換 算 率 （石代）に当る0 

ところが， 尉信の判断によれば， 当時の畑方雑穀米のr平価J (市場価格）は，永 1 貫文で約1.2 

石 （『おたまき』巻一，18), 'またなかでも大豆や小豆は永1 貫 文 で1 石であった。 したがって，現行

I単位：来…石）
D 総皆 済. B / A C / A D / A 皆済パ:ランス: 參照® 所W

田 畑 合 田 畑 田 畑 田 畑 Q 畑
0 . 5 0 . 5 0 . 2 1 •.65 . 7 7  . 8 0

0 . 5 2 3 0 . 1 7 0

0 . 1 7 6

9 3  • 8 0  • 1 6 6  

7 3  - 7 9 - 1 0 1 - 1 0 9

0 . 5 2 3 0 . 1 7 0 9 1 〜 9 2

0 . 5 2 3 0 . 1 7 5

0 . 1 7 3

0 . 1 6 3

12 6  • 1 5 3  • 1 7 0  

94

7 3  • 1 2 6

0 . 5 0 0 0 . 4 0 0 56

0 . 5 0 0 0 . 2 0 0 19

0 . 5 0 0 0 . 2 0 0 2 0 ' 2 2

0 . 5 0 0 0 . 2 0 0 2 5 - 2 6

0 . 5 0 0 0 . 2 0 0 6 4

0 . 0 9 8 0 . 5 2 2 0 . 1 6 3 0 . 1 7 1 0 . 2 2 6 1 2 6  • 1 5 3

0 . 4 3 6 0 , 1 2 7 0 . 5 6 3 (0.523)

0 . 5 5 2 0 . 1 7 2

0 . 6 5 8 0 . 1 7 5

0 . 1 7 6

0 . 7 7 5 0 . 2 9 1 0  . 727 0 . 2 7 3 1 7 0

8 0

0 . 5 2 2 0 . 1 6 9

0 . 1 7 6

0 . 6 7 1 0 . 1 7 6

0 . 1 8 2

( 0 . 7 2 7 0 . 2 3 2 ) ( 0 . 7 5 8 0 . 2 4 2 ) 9 1 - 9 2

101

(0.523) 0 . 6 4 7 0 . 1 8 2 ( 0 . 7 0 3 0 . 2 3 8 ) ( 0 . 7 4 7 0 . 2 5 3 ) 10 1

0 . 4 2 1 0 . 1 1 0 0 . 5 3 1 ■0.523 0 . 6 5 9 0 . 1 8 3 0 . 7 3 2 0 . 2 6 0 0 . 7 3 8 0 . 2 6 2 171

0 . 4 0 2 0 . 1 0 3 0 . 5 0 5 (0 . 523) 0 . 1 7 2

0 . 2

0 . 6 7 4 0 . 1 7 9

0 . 2 0 8

0 . 7 0 5 0 . 2 4 1 0 . 7 4 5 0 . 2 5 5 9 4

21

0 . 5 0 . 2 0 1 0 . 6 4 4 0 . 2 0 9 ( 0 . 7 0 0 0 . 2 6 5 ) ( 0.725 0 . 2 7 5 ) 6 0 - 6 1

0 . 5 0 1 0 . 2 0 . 6 4 0 0 . 2 2 8 ( 0 . 6 9 6 0 . 2 8 4 ) (0. 7 1 0 0 . 2 9 0 ) 9 1 - 9 2

0 . 3 5 5 0 . 1 4 2 0 . 4 ^ 7 0 . 5 0 7 0 . 1 7 0 0 . 6 2 9 0 . 2 1 3 0 . 6 2 9 0 . 3 2 6 0 . 6 5 9 0 . 3 4 1 1 2 6  • 1 5 3

0 . 1 1 6 0 . 5 0 . 1 7 5 0 . 5 8 1 D . 1 8 2 0 . 5 8 1 0 . 2 3 2 0 . 7 1 5 .0,285 10 1

0 . 5 0 1 0 . 2 0 0 . 5 7 9 0 . 2 8 1 ( 0 . 6 3 5 0 . 3 3 7 ) ( 0 . 6 5 3 0 . 3 4 7 ) 8 0

0 . 5 1 3 0 . 1 6 9 0 . 6 1 0 . 2 4 4 ( 0 . 6 6 6 0 . 3 0 0 ( 0 . 6 S 9 0 . 3 1 1 ) 81

0..357 0 , 1 4 3 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 6 5 0 . 2 6 ( 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 ) ( 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 ) 1 4 - 1 5 - 1 6 - 2 6 - 2 8 - 2 9 

3 0 - 6 5 - 7 7  - 8 0 - 1 5 5

0 . 3 8 4 0 . 1 2 0 0 . 5 W 0 . 5 0 . 2 1 0 7

0 . 1 9 1 0 . 2 1 0 0 . 4 0 1 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 3 0

0 . 4 0 1 0 . 1 2 6 0 . 5 2 6 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 6 6

0 . 3 8 1 0 . 1 1 9 0 . 5 0 . 6 7 9 0 . 2 7 2 0 . 7 1 4 0 . 2 8 6 6 6 - ^ 6 8  - 7 7  * 1 7 1
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の畑方永納額は不当に軽いものとなる訳である。そして， この不当に軽い畑方永納額は，当時の税

制体系の中では，諸弊の元凶になっていると分析した。なぜならぱ， この軽い永納額こそが，寛永

以来，堆頭家計の不足を増大させ，新な諸課役を生む原因となったと考えるからである。そして，

この諸課役は，ただでさえ重い田方の負担をさらに高める一方，税制を複雑化し，村方 •地 頭 双 方

の経費の増大をも招いたのである。 r寛永以来‘行来り候雑石法のま敛り候ゆへ不足有之，其不足

を補ふ為に田皇の高一整に課役をかけ候之間， もとより重く輸せる田をいよいよ重からしめ昌方は
( 4 7 )

いよいよ軽からしめ候て不均を行ハれ候J (同上* , 卷一，19), r不足は種々の課役をとりて足す， 

其繁II多数の多き上下の冗費以知るへしJ (同上* , 卷六，80)と尉信は述ぺている。

それでは， 尉信はどのような畑方石代を適正と考えていたのか。 「おたまきJ の中で最も物価の 

実勢に即fSした石代としては， 1.25石代の主張があり，r今の皇方は有石ニ斗五升代にあらためて 

可然」 （『おたまき』，卷六，74)と述べられている（表2-3)。 しかし注目すぺきことに， この1.25石代 

の 主 張 は 「おたまきJ の中ではむしろ特例である。それに対して，尉信が多くの©所で主張してい 

るのは，実勢の半分の負担で済む2.5石代なのである。

こ の 2.5石代は，関東筋で広く行なわれていたものであり， また尉信も，それが寛永以来幕領等 

で広く行なわれた石代，す な わ ち 「本法』 であると考えていた（rおたまきJ 巻一, 14)。 そして， ど 

の村もこのような大勢に統一するべきであるということも， 2.5石代を主張する尉信の論拠の一つ 

ではあった。 しかし，尉信の2.5石代説の一層の特色は， こ の 石 代 がr祖法J と称すべき税法に一 

致しているということを論拠にしている点である。 こ の 場 合 のr祖法J とは， 弘 仁 （九世紀初）に 

まで週る。その時代に，大陸の税法を脱し「稲の国J としての独自性を備えた税法が日本に成立す 

る。 こ れ が r祖法J であり，そこでの納税法が，尉 信 が r不三得七J と呼んでいるものである。そ 

の納税法は，農人所有の朝 地̂が田畑半々からなっている場合には，全郁が田だけの場合の七割の本 

年貢を徵するというものである。 例えぱ， 田畑半々合計高1石の本年貢は田方は米0.25石，畑方 

は米0.1石で，合 計 米0.35石 の 如 き 納 法 （表2-り で あ る （『おたまきJ 卷一，12。卷六，77)。そして， 

このような田畑の負担割合の根拠はr水陵の年貢同じからず候は陸種はいやしく，水種は貴きゆへ 

ニ候J (同上* , 卷一，11)「水田おもく陸田はかるく候， 水田営作の単功四十人なれハ陸田営作の単 

功八十人のゆへ也」（同上言，巻十，155)とあるように，r本朝J では生活文化の中で米の評価が高い 

こと， また労働生産性の面からも水田が適していることをあげている。つ ま り r我神国は， もとよ 

り稲の国なれは，稲の年貢を唐のまに少くとりては上下俱に応せすJ (同上» , 巻六，77) との理由か 

ら 田 畑 の2 . 5 : 1 という負担比が主張されるのであり， これは必ずしも，物価実勢に即応せよとい 

う主張ではないのである。

r三田学会雑誌J 75卷3号 （1982年6月）

注 （47)同主旨の例，（rおたまきJ 卷五，61,74.卷A , 105) 。 
(48)前 掲 「堆方凡例録」卷ー下，P. 34.
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このように，尉信は，2.5石代，畑 高 1 石当り永200文 （米0.2石）の本年貢を基本と考え，それに 

すら達していない士浦領•小田の永納額を軽すぎるものと判断した。 しかし，それでは2.5石代相 

当に改めれば，それで十分であると考えていたかというと必ずしもそうではない。例えぱ，尉信は 

畑方永納額を2.5 石代相当として田畑合計の本年貢を算出し，それに慶長. 元和以来かけられてい 

た賦，すなわち軍糧米•代 官 給.延 米 .津出し米等を加徴した場合を試算しているが，その場合に 

も，蔵入米は田畑合計高1 石当り米0.428石一0.436石 程 度 で あ り （表 2-4-1〜3 ) ,これだけでは「高 

のかぎり」 の地頭取分の米0.45石に満たないのである（表2-4-4は小田村の場合についての同様な計算)o 

その結果として，やはり新な諸課役を敛らなけれぱ地頭家計は不足することになるのである。そし 

て， この加徴や諸課役が，最 終 的 に は r高のかぎりJ を越える収敛に結びついたり， また田畑の不 

平の原因となるのである。 このことを尉信はr下民に小を与へて大を取る」や り 方 （『おたまきJ 卷 

ニ，22),あ る い は r慶元より伝ひ来り候陰謀潜奪J (同上言，卷一，18)と表現し批判している。

ところで，当時の加徵方法は，尉信の批判を待つまでもなくきわめて複IIなものであった。小田 

などの例で考えれぱ，古くからの，軍糧米，代官給，延米， ロ米，永方軽目足し，津出し米があり 

(『おたまき』巻一, 14-17o卷ニ，26。卷四，58。卷六，72, 73o卷七，80-83) , また寛永以降に設けられ 

た様々な諸課役が十七種にのぽり， さらに村方諸用途七種がそれに加わる（同上* , 卷七，85) 。 軍 

糧米，代官給， ロ米，延ロ米等は田方にかかり，全体で本米の17.6 % から23% 程度が普通であった 

(同上書，卷ニ，21)。一方，諸 課 役•村入用は高掛りであり，諸課役が高1 石当り永24〜25文程度， 

村入用が永31〜32文 で 合 計 永5 6 文余りの加徴が行なわれた（同上》, 巻七，85) 0 このような多種 

多後な加徴法を，尉 信 は 「痴密J という言葉で表現し， ま た r今の法は大本を練にし，行ふ所を密 

にし首尾本末類倒，諸役人多候て冗費いよいよ募り敛に従って谦たらす，重敎の弊こiwに起り可申 

候」（同上書，巻一，14)ときわめて否定的にとらえていた。

また表2-5-1〜10はすベて，当時実際に行なわれた徴税として尉信が例示したものを，田畑合高 

1 石の形にモデル化した表である。 この表によると，田方では，諸 課 役•村入用を別としても，軍 

糧米，代官給， ロ米等が賦課加徴され， その結果，表 2-5-2,-4, ~6〜8,-10に見るように，田方 

本年貢の1.24倍〜1.29倍程度を納めなけれぱならない。 これに対して畑方は，諸課役•村入用以外 

には，軽目足しの名目で，本年貢に1.04倍前後の加徵が掛けられるのみである（表 2-5-1,-3〜5, ~8 

〜10)。 このように代方には軍糧米や代官給が加徴されていないことに対して， 尉 信 は r御軍糧を 

(代方に）加徵せられず候ハ如何成る田官吏の意ニ候哉解し兼候……代方武石五斗代にあらため候て 

ハ代方へも軍糧米を加徴可致候J (『おたまき』卷ニ，2りと疑問を示し， 畑方へも田方同様に軍糧米 

や代官給を加徵することを主張している。表 2-6-1,-4, - 5 は， この考えに基づいて畑方へも田方 

同様に軍糧米，代官給， ロ米を加徵した改良案である。

さて，それでは， これにさらに諸課役，村入用を加えた総皆済は，田畑それぞれどのような割合
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で納めるぺきであろうカ^>尉 信 は 前 述 のI■不三得七」 の考え方，すなわち田畑の負担割合は2.5对 

1 であるべきであるという信念に基づいて，総皆済も2.5対 1 の割合で田畑の間に割付けようとし 

た。つまり表2~6~6に示したように田畑各々高0.5石に対して田方は米0.357石，畑方は米0.143石 

(永1«文）を納め， 合計で米0.5石を総皆済額とするのである。 そ し て こ れ が 「不三得七」 の r均 

輸J の割合であり， ま た 「高のかぎり」の納税額でもある。 さてこの田畑の皆済額は高1 石当りに 

換算すると田方米0.714石，畑方米0.286石となる。 ところが，表 2-5 はすべて尉信が例示した小田 

および常陸地方の村々の皆済実例をモデル化したものであるが， これ等の現実例では，田方の負担 

割合が比較的小さいものでも田対畑の負担割合は0.725対 0.275である。 またこれ等の皆済実例全 

体を平均すると約0.740対 0.260の負担割合となっている。 そしてこの現実は， 「均輸J の規準に 

比較すれぱ田方に過重，畑 方 に ゆ る いI■片重片軽不均の法J (『おたまき』卷A, 9 5 ) と尉信には考え 

られたのである。

この対策として試案されたのが，ま2~6の諸例である。例えぱ表2-6-2は，軍 糧 米 .代 官 給 . 延米 

• ロ米を田畑同率に掛け，その上さらに諸課役•村入用はすべて畑方に掛るという修正案である。 

また表2~6~6は，畑方石代を2.5石代に変更し畑方本年貢を引上げた上で田畑同率に軍糧米. 代官給 

• ロ米等を加徴する例である。そしてこれらの表2~6の 諸 案 の 中 に は ，田方の負担割合が「均 

輪」の場合より， さらに小さい例もあり，平均して田畑の負担割合は0.685対 0.315程度となって 

いる。

しかし，以上に見てきたように現行の諸加徵の各々の名目は生かし，その田畑への振分けを調節 

するだけでは，尉 信 が 「手数費の享」 と言っている「目のこ勘定」 （『おたまき』 巻ニ，20) を改める 

ことにはならない。そこで，尉信は，こ の 「目のこ勘定」を「賦J という名目の下に一元単純化するこ 

とを考える。 また， この主張の論拠を求めて， 「(収獲の）米 ニ 石の内租米（本年貢）五斗輪しあまり 

一石五斗を我ものとするハ国恩なり， よってこれより十分一の賦を享るの義J (同上言，卷一，15) と 

いうように，本年貢以外に賦を納税することの法源的な意味が考誰される。 この考えに従い，尉信 

が 示 し た 「均輸J のモデルが表2乂-6であろ。 このモデルでは本年貢米0.35石，地頭蔵入分米0.455 

石，村入用を合計した総皆済米0.5石であり， どの段階でも田畑の負担割合は0.714対0.286となる。 

従って， この場合には，高 1 石当り，田は米0.714石を畑は米0.286石を皆済として納めればよく， 

r痴密J で経費がかかり，r陰謀潜奪J の おそれのあるr目のこ勘定J は一切不必要になるというの 

である。.

さて，以上のように田畑「均輸J の原則を立てることができたとしても， さらに一つの問題が残 

る。それは，それぞれの村により，その田畑石高の比率が異なるということから起生する問題であ 

る。例 え ば 表2-7-1は，野口村という畑方石高が田方の三倍近くある畑がちの村のモデルであり， 

表2-7-2は田高の割合の大きい小田村の場合である。 この両村に，高 1石当り田方は米0.714石，畑

—— 260 (4 8 8) ——

r三田学会雑誌」75卷3号ひ982年6月）



幕末，一老農の税制分析

方 は 米0.286石 の r均輸J の皆済を課して比較してみると，田がちの小田村は「高のかぎりJ の米 

0.5石を超過し，畑がちの野口村は「高のかぎりJ のA 割にしかならない。 この違いに对して，「高 

のかぎりJ を越えた小田村に関しては，田畑の負担割合はそのままにして，本年貢を田畑とも同率 

で引下げ皆済は「高のかぎり」 を限度とすべきだとしている（表2-7-3)。 他方，軽い皆済となる野 

口村に関しては，「(軽くなる分は）鄉中の用途ニ当へし，但知行渡には此損益を法以亂し，宛行方不 

均なき様に念入へし」（『おたまきJ 卷ニ，30)と述ぺており，不足分を徴税することは考えていない。

この尉信の考えによれぱ，石高当りの地頭の蔵入の上限は，その石高の構成が田畑半々と仮定し 

た時の納米額となるのである。また，-この根換Lは，地頭の家計分限はもともと「知行割渡J の際に 

(米0.35石+ 永100文）X 知行石高という規模， すなわち高1 石当り米0.45石 （村入用を合せれぱ，米 

C.5 石）にあらかじめ想定されていたという考証によっている。 そして， この田畑半々と仮定した 

時 の 皆 済 額 を 「田畑相当の高のかぎりJ として， どの村の場合にも適用できる法則的な皆済の上限 

規準としているのである„

(A)

以上，非常に煩填になることを顧みず，長島尉信による税制分析を整理し， また諸弊に対する尉

信 の 修 正 案 「百姓H J に関する考察を試みた。尉信の論点は要するに，（1)既存の石高と田畑の実勢

の垂離による不均を正すこと。（2)雑穀価格の上昇により余裕の生まれていた畑方と，田方との負担

割合を再検討し，畑方取永を増大させること。またそれにより，田方の減税を計ること。（3)複雑痴

密な税制を改め上下の冗費を除くこと，の三点に集約できよう。そして， このことにより過重な田

畑の税賦は全体として引下げるとともに， r利アル田畑ヲ撰ミ買占めJ て い る r g人J と rま人の

捨タル瘦田を耕労シチ功ナクイヨイヨ究シJ て い る 「貧者」 の 不 均 （『おたまきJ 別録，170) を除く 
( 4 9 )

ことを考えている。

ところで， これ等の主張は，水戸藩天保改革の思想の背景となった水戸学の農政論と多くの共通

点を分け持っている。例えぱ藤田幽谷の『勧農或問』は時弊を五大弊として整理指摘し，その根治

策を論じているが，その中でも中心的な課題であるr兼併の弊」に関して次のように述ぺている。

r富者は名は持分の高少くして，其土地の取実は多く賦役軽し，貧者は名は持分の高多くして，実 
( 5 0 )

は其土地少く賦役は重し」。.幽谷も貧まの間に反献不均が起きていることを農村菜廃の最も大きな 

原因として挙げているのである。

注 （49)長島尉信のJI政論の特質を，このようなものとして整理した論文として，既に斉藤茂， r幕末期村落指導者の裹政思 
想一長島尉信の場合一J , 『地方史研究J , 1979.がある。本稿は，多くの点で斉藤論文を参考としている。

(5の藤田幽谷r勧長或問」±, r日本経済大典J 三ニ巻，P. 222.
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しかし，それでは何故に不均の田畑の所有が発生したのかという点に考察が進むと，幽谷と尉信

はその視角をやや異にする。幽 谷 は r豪傑世に出で検地と云ふことを為し……其療映に随て上中下

の位を分ち，広狭によりて幾石幾斗の数を定めしかぱ豪民独り利を占むること能はず，貧弱独り苦
( 5 1 )

むことなしJ と述べ，近世史の出発点を適正な検地が行なわれたことに置く。そ の 上 で 併 の 弊 J
( 5 2 )

の 原 因 を 「田地の売買百姓の自由にさする故，此弊おこりたるなり」 と考えているのである。 した

がって幽谷においては，近世史のその後の展開過程においてこのような形での商品経済を許容した

ことこそが根本問題なのである。 .

尉信の場合にも，本稿で述べたように検地後二百年間に発生した，石高と所持田畑の不平不均と

いうことは重大問題の一'̂̂3ではあった。 またその問題解決のためにこそ尉信の農政研究は始められ

たのだとも言える。事実，彼の農政研究は，文政四年の村内の経界問題に際して，寛文検地帳の田

畑と文政四年の田畑を一筆ごとにつき合せ，そ間の変化を調べることから始った， という点が指 
( 5 3 )  ( 5 4 )

摘されている。しかし，彼は，その後の精力的:̂£調査と分析を通じて，早に寛文以後の変化の究明

のみにとどまらず，寬文以前に行なわれた検地そのものの問題点に目を向け，次第に彼の研究の重

点をそちらへ移動させて行った。

このような，近世成立期検地そのものを問題とする尉信の視角は，謀らずも石高制に対する根本

的問直しを含む可能性があったのではないだろう力、。本稿で考察した彼の税制分析も，最後まで石

高制の形式を離れずに不平不均を除くことを計りながらも，二つの点において，石高制の変質に帰

結する要素を含んでいる。 .

言うまでもなく，石高制は土地生産力を石高として把握するところに，その本質がある。 また水

戸藩天保検地等の幕末の藩政改革に際しての検地の施行者も土地生産力の再把握を目的としていた

と言える。そしてまた尉信の税制論にも標語としては「人力をはかり土の宜に任せ，土の有する所
( 5 5 )

に従て軽重あらしめざれば農をやぶることいづこも相同じ」 と い う 「任土」 の主張は確にある。し 

かしこの標語とは裏腹に，尉信の税制論は，実は土地生産力や収益性をきわめて固定的に規定すろ 

ところに成立している。例えば，本 稿 で 考 察 し た 「石盛相当」 の考え方は，村々の土地生産力にか 

かわらず，その村の面積のみを規準として，村高の上限を一律に固定化するものであり， また上. 

中 • 下田の土地生産力差も極めて小さく考え， 収益を広さのみに還元して行く方向である。 また 

「田畑相当」 の考え方は，村々による田畑構成比の相違による有利•不利を認識しながらも，田畑

r三田学会雑誌j 75卷3号 （1982年6月）

注 （51)同上*, P. 223.

(52)同上書，P. 222.

(53)前掲の斉藤論文ではr郁 子 園 記 三 J (内閣文® 蔵）により，その間の* 情を指摘している。
(54)文 禄•慶長の検地帳だけでも，常州の一千村以上の村のものを分析たと自称している。r四十六より由法不明を憤り， 

彼に探り此に索め…… 当国諸郡文禄•慶長の検地帳を見る享殆一千餘村を視るに……J (r不三得七j 卷ニ，『日本経済 
大典四一』，P. 297) 。

(55)前 掲 「負喧談卷下」，P. 578.
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幕末，一老農の税制分析

半々の場合の皆済額に各村の上限皆済額を固定化しようというものである。勿論，単なる定免制な 

らば，石高制の下で広く行なわれていたものであるが， この二つの主張r石盛相当」と 「田畑相当」 

は広さのみを規準とする全領的一律上限設定の主張であり，石高制の核心部分の変質につながるも 

のと言えよう。

第二の特質は，尉信のきわめて特異な石盛観である。尉 信 は 〔収獲米2 石 一 高1石 一 本 年 貢0.5

石一皆済米0.714石〕 という基準に即して，税制を分析している。実はこの基準は，近世の田制言，
, ( 5 6 )

地方® の中では珍しいものであった。尉信が，『おたまき』の中で言及している地方書『田制考証』， 
( 5 7 )  ( 5 7 )  ( 5 7 )  ( 5 7 )

『田園類説』，『地方凡例録』，『勸農固本録』， 『民間省要』等でも， このような石盛の定義は行って
( 5 8 )  .

いない。 また，尉信と面識もあり水戸学農政論の一方の指導的論者でもあった小官山昌秀の『農政 

座右』 も尉信の石盛の定義とは異なっている。 これ等の地方•農政* は，いずれも収獲米1 石一高 

1 石一公納米0.5石を基準とするい わ ゆ る r五公五民J の石盛定義を行ってい る 。 つ ま り 尉信は， 

石高に対する収獲を類言の倍に見積っているのである。そして，収獲の実勢は経済史•農業史の諸 

研究が示すごとく，むしろ尉信の見積りに近いものであった。

尉信の前には，近世初頭の石盛決定の時に想定された収獲に倍する土地生産力が現実として横た 

わっていた。ただその現実は多くの地方* にとっては語られることのない密教であった。 この生産 

力の現実に石高制の形式の中で，密教ではなく顕教の地位を与え，かつ貢租絶対額に変動を及ぱさ 

な租税の理論化， ここに彼の牽強付会の誇をも招きかねない努力の一中心があったと考えてもよ い 。 

本稿に見たような毛見法合毛額を強引に2.5 倍に読み変えた例なども，その矛盾のあらわれと言っ 

てよいだろう。そしてさらに， この理論の正統制を求めて「不三得七J などの古代税制に彼の研究 

は適って行ったと考えられるのである。

(経済学部助手）

注 （56) rおたまきJ 卷三，P. 4 1にて言及。

(57) rおたまき」卷十，P . 148にて言及。

(58) rおたまきJ 卷三，P. 4 2 には小官山昌秀より慶長の検地人について， また巻四， P. 4 7 には同人より元和頃の加増 
額について聞いたことが言かれている。
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